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夏季休業中の部活動における熱中症対策について 

 

１ 目的   夏季休業中の部活動における熱中症対策を十分に施し、生徒及び教職員の命や健康

を守る。 

 

２ はじめに 

（１）熱中症について 

  ① 熱中症は「暑熱環境にさらされた」状況下での様々な体調不良の総称である。重症になる

と、「全身の倦怠感」、「脱力」、「意識障害」などの症状が現れ、最悪の場合には死亡すること

もある。 

  ② 近年、学校の管理下における熱中症は、小学校・中学校・高等学校等を合わせると毎年５０

００件程度発生している。また熱中症による死亡事故も、年間に０～２名程度と減少傾向に

あるが、熱中症に関する正しい知識・対策で、重症化を減らしていく必要がある。 

 

（２）熱中症警戒アラートについて 

  ① 熱中症警戒アラートとは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に、環境

省・気象庁で新たに暑さへの「気づき」を呼びかけ、国民の熱中症予防行動を効果的に促すた

めの情報提供のことを言う。令和３年度から、高温注意情報に代わる新たな情報発信として

全国で本格運用を開始している。 

  ② 発表単位は、高温注意情報と同じ発表区域を単位（茨城県全体を１単位）としている。暑さ

指数（ＷＢＧＴ）予測地点のいずれかにおいて、翌日の日最高暑さ指数（ＷＢＧＴ）を３３以

上と予想した日（前日）の１７時頃に「第１号」が発表され、当日５時頃に「第２号」が発表

される。 

  ③ アラートでは、以下の内容を発表する。 

    ・熱中症への注意を促す呼びかけ 

    ・観測地点毎の日最高暑さ指数（ＷＢＧＴ） 

    ・暑さ指数（ＷＢＧＴ）の目安 

    ・各観測地点の予想最高気温及び前日の最高気温観測地（５時発表情報のみ付記） 

    ・熱中症予防において特に気をつけていただきたいこと 

  ④ アラートは、気象庁の防災情報提供システムを通じて地方公共団体や報道機関等に対して

発表される。また、同時に以下のウェブサイトに掲載される。 

    ・気象庁ウェブサイト 

    ・環境省熱中症予防情報サイト 

※土浦市では、気象庁から熱中症警戒アラートが発表された場合に、注意喚起のため以下

の内容で防災行政無線の放送が行われる。 

「本日、気象庁から熱中症警戒アラートが発表されました。屋外での活動をできるだけ控

え、こまめに水分補給をするなど、熱中症に注意してください。」 



（３）暑さ指数（ＷＢＧＴ）について 

  ① 熱中症の危険度を判断する環境条件の指標（Wet Bulb Globe Temperature：湿球黒球温度） 

   暑さ指数は、人体と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目し、熱収支に与える影響の大きい

❶湿度、❷日射・輻射など周辺の熱環境、❸気温の３つを取り入れた指標で、単位は気温と同

じ℃を用いる。 

  ② 暑さ指数（ＷＢＧＴ）は、温度や湿度などの複数の環境要素を合わせて測定しているため、

場所や時間により変動する。活動場所ごと、活動時間ごとに測定することが大切である。 

  ③ 暑さ指数（ＷＢＧＴ）測定装置 

     

  ④ 暑さ指数に応じた注意事項等 ※環境省『夏季のイベントにおける熱中症対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ』 

 

※乾球温度＝気温／暑さ指数 33 度以上だと大半の地域で救急搬送者数が急増  

暑さ指数（ＷＢＧＴ）計がない場合には、環境省

が熱中症予防サイトで公開している、日本各地の

暑さ指数の実測値や推定値を目安の参考地とし

て活用することができる。 



３ 熱中症予防措置 

 
 

熱中症警戒アラートは、台風や津波と同様に「災害」レベルの警報

と言われています。また、アラート発表の有無に関わらず、活動前

や活動中に「暑さ指数計」で暑さ指数（ＷＢＧＴ）を実測すること

を毎日のルーティンにしてください。 
 

４ 生徒への指導のポイント 

  熱中症予防のために、日頃から教員一人ひとりが心がけるべき指導は以下のとおりです。 

 

（１）直射日光の下で、長時間にわたる運動やスポーツ、作業をさせることは避ける。 

（２）屋外で運動やスポーツ、作業を行うときは、帽子をかぶらせ、できるだけ薄着にさせる。 

（３）屋内外に関わらず、こまめに水分を補給させ、適宜休憩を設ける。また、終了後の水分補給 

も忘れないよう指導する。 

（４）常に健康観察（特に集合時）を行い、生徒の健康管理に注意する。体調がすぐれない、朝食 

を摂っていない、前夜あまり眠れないなどのときは、見学させるなど無理は絶対にさせない。 

（５）生徒の運動技能や体力の実態、疲労の状態等の把握に努め、異常が見られたら速やかに必要

な措置をとる。 

（６）生徒が心身に不調を感じたら申し出て、休むよう習慣付け、無理をさせない。 

（７）食事をきちんととり、睡眠時間や休憩時間を十分に確保するよう指導する。 

（８）運動する場合、生徒にマスクを外させる。休憩も同様。ただし、距離の確保や私語厳禁。 

（９）夏休み前に事前指導を行い、生徒の熱中症予防への意識・関心を高める。 



 


